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計
画
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に
係
る
開
発
行
為
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

新

旧

（
開
発
許
可
の
対
象
と
な
る
区
域
）

（
開
発
許
可
の
対
象
と
な
る
区
域
）

第
二
条

法
第
三
十
四
条
第
十
一
号
の
条
例
で
指
定
す
る
土
地
の
区
域
は
、
次
の
各
号

第
二
条

法
第
三
十
四
条
第
十
一
号
の
条
例
で
指
定
す
る
土
地
の
区
域
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
で
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
、
都
市
計
画
法
施

十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第
二
十
九
条
の
九
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず

行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま

れ
か
に
該
当
す
る
区
域
又
は
同
条
第
六
号
若
し
く
は
第
七
号
に
該
当
す
る
区
域
と
し

で
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

て
知
事
が
別
に
定
め
る
区
域
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
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